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適切なカルテの重要性

本章では，カルテ記載の重要性について，法的根拠

も踏まえなが、ら解説しています。



I カルテの意義と重要性

〈ポイント〉

1.診療報酬の根拠は診療録に求められる

2. 医療訴訟の判断は診療録に求められる

3 診療録の不完備は自主返還などの恐れがある

診療録(カルテ)は診察を行った l僚の記録となるもので，診療の記録，保険

請求の為の資料，病院の管理資料統計，医療訴訟の証拠となるほか，紹介状・

照会に対する返信，種々の申請書，診断書等， I臨床医学研究などに使われると

ても重要なものです。

1 ) 診療報酬請求の根拠は診療録

前述に保険請求の為の資料とありますように，保険診療においては， 診療

報酬明細書 (レセプト)に記載されていることの様拠はすべて診療録等に求

められることとなっています。 診療報酬の請求及び支払が行われた後であっ

ても， 診療録等に不備があると， I時に行政指導等で多額の返i迭を求められる

ことがあります。

2 ) 医療訴訟の判断は診療録

また， 医療訴訟の証拠とありますように，医療訴訟が発生した場合，診療

録等に記秘されている内容での判断となります。 記載不足など不備があった

としても，原則，加筆することはできません。 記載がない場合は，必要であ

った診療行為が行われていないと判断されることもあります。

3 ) 不完備は自主返還などの恐れ

このように，診療録は法に基づくものとして，診療報酬の線拠や医療訴訟

の証拠となり得るものです。 その日に行った診療内容は，すみやかに診療録

に記録しておかなければならず，その他の関連する書類なども完備して保管

しておく必要があります。 その法的根拠については，次の項目で説明します。

なお，診療録は単なる記録にとどまらず，診療報酬算定の機拠として， 記

載しておくべき内容や添付しておかなければならない書類などの詳細11が決め

られているものが多数あります。 診療報酬点数表における 「診療報酬の算定

方法の一部改正に伴う笑施上の留意事項についてj に ， r…要点を診療録に

記載するJ r…別紙様式00を添付する J r…を患者に交付し，説明するj 等

が規定されている項目のことです。 これらは， 算定要件ですので， 診療録に

記載， 添付若しくは交付したことが実証(明記等)されている必要がありま

す。

算定要件を完備していない場合又は不十分な場合は，前述のように，医療

機関から自主返還、け するようなことにもなりかねません。

診療録は，保険医療機関にとって要となる大切なものであり，その作成及

び管理Hはとても重要なものです。
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※ l 保険医療機|刻から自主的

に該当する診療報酬分を返還

すること



4 第 1 章

E カルテに関する留意事項及びその法的根拠

〈ポイント〉

1 診療録へは遅滞なく記載する

2 . 診療録の記載内容は定められている

3 . 保険診療分と自費分は区別して診療録を作成する

4 . カルテは 5年間， その他書類は 3年間の保存義務がある

1)遅滞なく記載する

診療録への記載は， i!到iiなく行わなければなりません。 煩雑な診療に追わ

れる中，後日まとめて記"指するなどとはならないようにします。 前述のよう

に，何か問題が生じた場合には診療録の内容が重要視されることもあり，行

ったけれどまだ記載していなかったなどは理由になりません。 また，記載し

ていないにも関わらず診療報酬の訪求が行われた場合には，不正請求とみな

されます。 記載不備の場合は， 50万円以下の罰則規定もあります。

[医師法第24条第 1 1頁}

医師は，診療をしたときは，遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載し

なければならなし、

[医師法第33条の 2 1

次の各号のいずれかに該当する者は， 50万円以下の罰金に処する。

一 第 6 条第 3 J貞，第 1 8条， ~i 20条から第22条まで又は~1j24条の規定に泌

反した者(二号以降省|目指)

[療養担当規則第22条1 (診療録の記載)

保険医は，患者の診療を行った場合には，遅滞なく， ，隊式第 l 号 芯 i 又は

これに準ずる機式の診療録に， 当該診療に関し必要な事項を記載しなければ

ならない。

2 ) 診療録の記載事項

下記のほか， 次項の 3 )の療養担当規則にも「診療に関する事項J r診療

上必袈事項を記載すること J とあることから，保険医か否かにかかわらず診

療に閲することはすべて，診療録へ記載することになります。

また，保険医は診療報酬の請求が適正になるよう，行った診療内容の情報

を保険医療機関に正確に提供する義務があります。

なお，診療録は個人的なものではないですし，法的根拠となるものですの

で， 他人がみても判訟できるようなものであることも大切です。

[医師法施行規則第23条]

診療録の記載事項は，次の通りである。

① 診療を受けた者のイj二所， 氏名，性別及び、年齢

②病名及び主要症状

① 治療方法(処方及び処i白)

④ 診療の年月日

※ l 様式第 l 号でなくても，

医療機|主lが独自な犠式でもよ

いとされていますが，この様

式の各州がすべて具備されて

いることは必要です。 「労務

不能に対する怠見J r業務災

害 ・通勤災害」の欄が省略さ

れていることがあるので，完

備するようにしましょう
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3 ) 自費カルテとの区別

自1:1:1診療分については原則として保険診療分とは区分して. }j ljの診療録を

作成しなければなりません。

[療養担当規則第 8条1 (診療録の記載及び整理)

保険医療機関は，第22条の規定による診療録に療養の給付の担当に|刻し

必裂な事項を記載し，これを仙の診療録と区別して整備 しなければならない。

4) カルテは 5年間，その他書類は 3年間の保存義務

診療録及び療養の給付に |刻わる書類には，保存義務があります。

[療養担当規則第 9条1 (帳簿等の保存)

保険医療機I~Iは，療養の給付の担当に |則する|帳簿及び書類その他の記録を

その完結の日から 3 年間保存 しなければならない。 ただし患者の診療録にあ

ってはその完結の日から 5 年|首!とする 。

※ 「治f癒釘 J . r死亡J . rド"1判|

※その{他山の記録とは，検査記録やエックス線画像等です。

※自 EI:I診療の診療録は保険診療と同機に 5 1l l ltl保存しなければなりません

が，その他の記録は 2 年|品1保存することとなっています(医療法第2 1条

第 1 li~第 9 号，医療法施行mJ!lJ第20条第 1 0号) 。

[医師法第24条第 2 項]

古íjl，員の診療録であって，病院又は診療所に勤務する医mliの した診療に|刻す

るものは，その病院又は診療所の管理者において，その仙の診療に |刻するも

のは， その医師において. 5 年 I f\1 これを保存しなければならない。

。参考 医療事故による H与効

は. 20年であることにも注

:むを裂 します
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E なぜ守らなければならないのか

〈ポイント〉

1 . 保険医療機関と保険医の二重指定制度である

2 . 保険医療機関において保険医が診療を行うことで保険診療となる

3 . 保険診療を行うためには診療報酬点数表と療養担当規則を遵守しなけ

ればならない

4 . 保険診療の質的向上・適正化を目的として「指導」や「監査」が行わ

れる

1)二重指定制度

保険診療を行うためには，病院若しくは診療所は保険医療機関として指定

を受け登録をしなければなり ません。 また，保険診療に当たる医師は保険医

として別に登録するという， 保険医療機関と保険医の二重指定制度を採用し

ています。

保険医療機関において保険医が診療を行ってはじめて，保険診療が認めら

れます。

2) 診療報酬点数表・療養担当規則の遵守

そして，保険医療機関及び保険医が保険診療を行うに当たっては. r保険

医療機関及び保険医療養担当規則IJJ を遵守し. r診療報酬点数表j にしたが

って行うよう定められています。

そのため，正しい保険診療に向けての「指導j が行われたり，不正などへ

の対処として「監査」が行われ行政上の措箇がとられることがあります(指

導及び監査については，次項の rw 指導 ・ 監査等についてJ を参照) 。

[健康保険法第70条第 1 項] 浅 I (保険医療機関又は保険薬局の責務)

保険医療機関又は保険薬局は，当該保険医療機関において診療に従事する

保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に，第72条第

l 項の厚生労働省令で定める とこ ろにより，診療又は調剤に当たらせるほ

か，厚生労働省令で定めるところにより，療養の給付を担当しなければなら

ない。

※ l 健康保険以外の医療保険

においても同じものを適用

し，後期高齢者医療において

は同様のものとして「高齢者

の医療の確保に関する法律の

規定による療後の給付等の取

扱い及び担当に閲する基準J

が定められています

[健康保険法第72条第 1 項1 (保険医又は保険薬剤師の責務 。 アンダーライン部分は，療

保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に | 養担当規則を指しています

従事する保険薬剤師は， 厚生労働省令で定めるところにより ， 健康保険の診

療又は調剤jに当たらなければな らない。

[療養担当規則第23条の 2 1 (適正な費用の請求の確保)

保険医は，その行った診療に関する情報の提供等について， 保険医療機関

が行う療養の給付に |刻する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければ

ならない。
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W 指導・監査等について

〈ポイン ト〉

1. r指導」 の対象はすべての保険医療機関及び保険医である

2 . 指導の結果は 「概ね妥当j. r経過観察j . r再指導j . r要監査」 がある

3. 指導後の措置には経済上の措置( 1 年以上の自主返還)がある

4. r監査」 の対象は診療内容及び診療報酬請求に不正又は著しい不当が

疑われる保険医療機関及び保険医である

5. 監査後の行政上の措置として「注意j . r戒告j . r取消J がある

6. 監査後の経済上の措置として自主返還(原則 5年間， 不正分は140%)

がある

保険医療機関及び保険医は厚生労働大臣の指導を受ける義務が，厚生労働大

臣は必要があるときは質問 ・ 検査を行うことができると定められています。

保険診療の質的向 |こと適正化を図ることを目的と して 「指導J や 「慌査j が

行われ，その結果， 指導においては綬消上の措置(自主返還)が発生すること

もありますし， 112査後の行政措置と して一番重い 「保険医療機関及び保険医の

取消j が行われる場合があります。 取消処分となった場合は， 原則 5 年間は再

指定 ・ 再登録ができなくなります。

1)指導について

. 新規指定を受けた保険医療機関と既存の指定保険医療機関とで異なる。

- 指導形態は. r集団指導J . r集団的個別指導J . r個別指導j がある。 個別

指導のうち，厚生労働省・ 地方厚生(支)局・都道府県が共同 して行うも

のを 「共同指導」 といい，特に大学附属病院. I臨床研修病院等を対象と し

て行うものを 「特定共同指導J という 。

- 結果としては. r概ね妥当J . r経過観察J . r再指導J. r要監査J がある。

・ 指摘事項の通知，改善報告書の提出，経済上の措置( 1 年以上の自主返

巡)がとられる。

2 ) 監査について

. 診療内容及び診療報酬請求に不正又は著しい不当が疑われる場合に行われ

る。

- 行政上の描出と して. r注怒J. r戒告j . r Il51i削がある。

- 経済上のJ首位と して，自主返還(原則 5 年間， 不正分は 1 40 %) がある 0

・ 措置の通知，公表が行われる。

[健康保険法第73条1 (厚生労働大臣の指導)

l 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し，保険医及び保険薬剤師

は健康保険の診療又は調剤に |主! し，厚生労働大臣の指導を受けなければな

らない。

2 厚生労働大臣は，前項の指導をする場合において，必要があると認める

ときは，診療又は調斉IJに関する学識経験者をその関係団体の指定により指

導に立ち会わせるものとする。 ただ し ， 関係団体が指定を行わない場合又

は指定された者が立ち会わない場合は，この|浪りでない。
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[健康保険法第78条第 1 項) (保険医療機関又は保険薬局の報告等)

厚生労働大臣は，療養の給付に関 して必要があると認めるときは，保険医

療機関若しくは保険薬局若 しくは保険医療機関若 し くは保険薬局の開設者若

しくは管理者，保険医，保険薬剤師その他の従業者であった者(以下この頃

において 「開設者であった者箱、J と いう 。 )に対 し報告若 し くは診療録その

他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ，保険医療機関者しくは保険薬局の

開設者若 し くは管理者， 保険医，保険薬剤師その仙の従業者(開設者であっ

た者等を含む。)に対 し出頭を求め，又は当該職員に関係者に対 して質問さ

せ，若 し くは保険医療機関若 し くは保険薬局について設備若 し くは診療録，

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 ) 指導・監査等の状況 (平成28年度)

平成28年度における保険医療機関等の指導 ・ 監査等の実施状況について

は，次の通りです。 なお，保険医療機関が施設基準等を満たしているかどう

かを調査するものを「適時調査j と いいます。

-指導の実施状況 (数値は厚生労働省ホームページ掲載内容より)

〈個別指導〉

区分

保険医療機関等(件)

保険医等

〈新規個別指導〉

区分

保険医療機関等 (件)

保険医等 (人)

〈集団的個別指導〉

区分

保険医療機関等 (件)

保険医等

ロ
ん
一

z,
-状

一士

施

一全

実

一区
の

一

査

一

監

一

・

一



-保険医療機関等の指定取消等及び保険医等の登録取消等の状況

区分 医科 歯科 薬局 合計 対別年度比

保険医療 指定取消 3 13 17 十2

機関等 H 相当 5 5 。 10 ム 1 2

(件) 三iî-I 8 18 27 ム 10

登録取消 5 13 19 ム3
保険医等

I! fÉl当 。 2 ム2
(人)

言 | 6 14 21 ム5

〈特徴等〉

・ 保険医療機IMI等の指定取消処分(指定取消相当を含む。)の原因(不正内

容)を見る と， 不正ffi求(架空請求，付噌iiV求，振替請求， 二重請求)が

そのほとんどを占めている。

-指定取消 (指定取消相当を含む。 )に係る端緒と しては， 保険者，医療機

関従事者等，医療費迎知 l に基づく被保険者等からの通報が 1 8件と耳目消

(指定取消相当を含む。 ) 干|ニ数の過半数を占めている 。

-返還金額の状況

保険医療機関等から返還を求めた傾は，約88f訟 9 千万円 (対前年度比約35

倣 4 千万円減) である。 内訳としては， 指導に よる返逃分 . 約40総 9 千万円

(対前年度比約約 4 億 2 千万円減)，適時調査によ る返還分:約43俗 6 千万円

(対前年度比約約32億 7 千万円減)， !詑査による返巡分:約 4侭 5 千万円(対

前年度比約約 I 億 5 千万円僧) 。

E内訳 (単位 : 万円) I 平成28年度
指導による返還分 408,898 

適時調査による返還分 435,93 1 

慌査による返迷分 44,705 

対前年度比約

ム42 ， 1 9 1

ム327 ，420

+ 15,408 

N 指導 ・監査等について 9 




